
新

1日

対

日召

表

石
川
県
体
育
施
設
管
理
規
則

第

一
条
か
ら
第
十

一
条
　
略

（使
用
許
可
手
続
）

第
十

二
条
　
施
設
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
者
は
、

あ
ら
か
じ
め
施
設
使
用
許
可

申
請
書

（第

一
号
の
二
様
式
）
を
指
定
管
理
者
に
提
出
し
、

許
可
を
受
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
指
定
管
理
者
は
、

前
項
の
規
定
に
よ
り
使
用
許
可
の
申
請
が
あ

つ
た
場
合

に
お
い
て
、

施
設
の
利
用
そ
の
他
管
理
運
営
に
支
障
が
な
い
と
認
め
た
と
き

は
、

速
や
か
に
使
用
許
可
書

（第

二
号
様
式
）
に
よ
り
許
可
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
三
条
か
ら
第
十
八
条
　
略

（使
用
料
減
免
申
請
手
続
）

第
十
九
条
　
単剛
条
第
三
号
に
よ
る
使
用
料

の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、

使
用
料
減
免
申
請
書

（第

四
号
様
式
）
を
指
定
管
理
者

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第

一
条
か
ら
第
十

一
条
　
略

（使
用
許
可
手
続
）

第
十

二
条
　
施
設
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
者
は
、

あ
ら
か
じ
め
施
設
使
用
許
可

申
請
書

（第

一
号
の
二
様
式
）
を
指
定
管
理
者
に
提
出
し
、

許
可
を
受
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
指
定
管
理
者
は
、

前
項

の
規
定
に
よ
り
使
用
許
可

の
申
請
が
あ

つ
た
場
合

に
お

い
て
、

施
設

の
利
用
そ
の
他
管
理
運
営
に
支
障
が
な
い
と
認
め
た
と
き

は
、

速
や
か
に
使
用
許
可
書

（第

二
号
様
式
）
に
よ
り
許
可
す
る
も
の
と
す
る
。

引
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目
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矧

嘲
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目
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劉

日
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図
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矧
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鳳
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呂

箔

目
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留

習

劉

鍋

司

目

罫

刊

目

嗣

対

捌

淵

樹

ら
な
い
。

第
十
三
条
か
ら
第
十
八
条
　
略

（使
用
料
減
免
申
請
手
続
）

第
十
九
条
　
単剛
条
第
三
号
に
よ
る
使
用
料

の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す

る
者
は
、

使
用
料
減
免
申
請
書

（第
四
号
様
式
）
を
指
定
管
理
者

（
‐

利
川
川
到
期
州
場
劇

び
淵
冊
掛
倒
劉
訓
棚
則
困
剖
側
矧
封
剰
劇
場
射
樹
倒
側
引
ｑ
到
つ―
増
測
鍋
劉
副
国
刊

刻

条
に
お
い
て
同
じ
。

）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



石川県体育施設使用料減免中請害

( 返 還 請 求 書)

年     月      日

(体育施設名)(指 定管理者) 様

住所

申請者 団 体名

氏名

(連絡fE当者)氏名

茂免         申 請           電 話

次の とお り使用料を(返還)して くださるよう(請求)し ます。

印

便 用 施 設 名

便 日 的

使 用 年 月 日 年
　
年

白
　
至

曜 日)

曜 日)

時
　
時

”
　

”

時
　
時

減免 (返還)を受けよ うとする理由

減免 (返還)を受けよ うとする金額

そ の 他

第

二
十
条
、

第

二
十

一
条
　
略

附
　
則

こ
の
規
則
は
、

平
成

二
十

一
年

四
月

一
日
か
ら
施
行
す

る
。

別
表
か
ら
第
三
号
様
式
　
略

第

雪  第

4 号

|

様
式
か
ら
第
八
号
様
式

略

第
五

号  第 4号 様式 (第 19条 、第 20条 関係)

第

二
十
条
、

第

二
十

一
条

略

別
表
か
ら
第
三
号
様
式
　
略

様
式
か
ら
第
八
号
様
式

略

百川県体育施設使用料減免中請害

( 返 還 請 求 書)

年

住所

中詩者 団 体名

氏名

(連絡担当イ)氏名

電話

サ〕

(体 ) ( 様

(イ「川県教育委員会教育長)

印

減免         中 請

次のとお り使用料を(返還)して くださるよう(請求)し ます。

使 施 「投 名

使 日 的

使 年 月 日 向   年    ブ 〕  日 (   曜 ||)  時 ～   時

奎   年    ,j   日 (   曜 11)  時 ～   時

戒免 (返還)を受けよ うとする理由

減免 (返還)を受けようとする金額

の



石
川
県
体
育
施
設
管
理
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則

石
川
県
体
育
施
設
管
理
規
則

（
昭
和
四
十
年
石
川
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
三
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十

二
条
第
二
項
を
削
る
。

第
十
九
条
中

「
（
石
川
県
立
野
球
場
及
び
石
川
県
西
部
緑
地
公
園
陸
上
競
技
場
の
使
用
料
に
あ

つ
て
は
教
育
長
。

次
条
に
お
い
て
同
じ
。

）
」

を
削

る
。
　
　
．

第

四
号
様
式
中

「
（鱒

鞠
恐
掬
騰
幌
順
蝸
脚
Ⅷ
囃
脚
Ｆ
　
を

「
全
デ
覗
さ
騨
岱
）

奪
郵
碑
叫
購
球
と

に
改
め
る
。

平
成

二
十

一
年

四
月

一
日
か
ら
施
行
す

る
。

の

規 附
テlJ
ヤよ貝J



石

川

県

体

育

施

設

管

理

規

則

の

平

成

二

十

一
年

　

　

月

石

川

県

教

育

委

員

会

規

則

第

一
部

を

改

正

す

る

規

則

を

こ

こ

に

公

布

す

る

。

日

石

△


